
令和５年度 公益財団法人大分県スポーツ協会 第１回理事会 

日時：令和５年５月１７日（水）１４時００分～ 

場所：レンブラントホテル大分 二豊の間 

 

理 事 

出 席 者  麻生 益直  岡本天津男  栗田 泰司  佐保 宏二  宮成 康蔵 

（２７名）  石川 明徳  伊東  剛  内海 秀昭  衛藤  賢  大久保邦彦 

       大場 俊二  岡部  司  加藤 寛章  川野 眞司  河村 美香 

       佐藤 彰倫  末吉 新治  西川 幸宏  荷宮 利孝  羽田野明美 

       牧  和志  御沓 稔弘  村田  潤  森田 美穂  山田 美樹 

       柚木  徹  吉田 正史 

 

欠 席 者  相馬 尊重  岐部 俊哉  豊田 正順 

（ ３ 名 ）   

 

監 事 

出 席 者  羽田野昭人  古庄 健一  穴井 哲也 

（ ３ 名 ） 

 

議事録作成者 専務理事 佐保 宏二 

 

資 格 確 認 押田総務部長が出席者理事２７名で、定数の過半数であることから、本会定款第

３６条により、本会が成立することを報告した。 

 

１ 開式のことば 

  押田総務部長が開会のことばを述べた。 

 

２ 議長選出 

  役員改選直後で会長不在のため、本会理事会規程第６条の２項「理事全員の改選直後の理事 

会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。」に則り、事務局案で 

ある、麻生益直理事を議に選出することが全会一致で承認された。 

 

  以下、議長による進行。 

 

３ 報告・説明事項 

  以下の報告・説明事項について宮成事務局長より、説明がなされた。 

 

（１）令和５年・６年度公益財団法人大分県スポーツ協会役員について 

（２）退任役員に対する感謝状の贈呈について 

（３）令和５年度事業計画及び収支予算について 

（４）各種大会成績について（令和４年度第４回理事会以降） 

 

【（１）令和５年・６年度公益財団法人大分県スポーツ協会役員について】 

それでは、報告・説明事項の令和５年・６年度公益財団法人大分県スポーツ協会役員について、

御説明いたします。レジュメの１ページ、２ページをお開きください。 

まず、これまでの役員選出の経緯について御説明いたします。３月１６日（木）の臨時評議員

会において、各区分ごとに団体からの御推薦をいただきました。加盟の競技団体から推薦する１



２名、加盟の地域スポーツ団体から推薦する６名、加盟の学校体育団体から推薦する２名、合計

２０名の理事候補者と、監事候補者３名を選出していただきました。 

次に、４月２１日（金）の臨時理事会において、２ページ記載の学識経験者区分の理事候補者

１０名を書面決議により選出いたしました。その後、４月２５日（火）に開催いたしました、役

員等推薦委員会で記載の３０名の理事候補者及び３名の監事候補者を書面決議により正式な候補

者として承認し、本日午前中に開催された臨時評議員会で、記載の皆様方が令和５年・６年度の

本会役員として承認されましたことを御報告いたします。 

 

【（２）退任役員に対する感謝状の贈呈について】 

本会の退任役員に対する感謝状の贈呈について、御説明いたします。レジュメ３ページをお開

きください。これまで、本会役員等として本会の発展にご尽力されました方々をその功績を讃え

まして、退任時に感謝状を贈呈し表彰いたします。 

本会表彰規程の第６条に、「本会の運営並びに事業の推進に功績のあった個人及び団体に感謝

状を贈ることができる。」とあります。また感謝状の贈呈に関する内規の２の（１）に、「本会の

役員を２期４年以上連続もしくは通算６年以上務めたもの。」とあり、記載の３名が該当いたし

ます。 

この度、御退任されます土谷忠昭常務理事、松本悠輝常務理事の両名は、７期通算１４年に渡

り、また、竹井信之理事は２期連続４年に渡り、本会の発展に御尽力いただきました。誠にあり

がとうございました。本会表彰規程に則り、感謝状をお渡ししたいと思います。 

なお本理事会の終了後に、土谷常務理事には、皆様方の前で直接感謝状をお渡ししたいと思い

ます。松本常務理事、竹井理事につきましては、本日所用でお越しいただけませんでしたので、

日を改めてお渡ししたいと考えております。 

 

【（３）令和５年度事業計画及び収支予算について】 

レジュメ４ページをご覧ください。（１）令和５年度事業計画及び収支予算について御説明い

たします。令和５年度の事業計画及び収支予算については、３月１６日開催の令和４年度第４回

理事会において承認され、４月１日からの事業を進めているところです。今回は新たな役員がい

らっしゃることから、改めて主な点を抜粋し御報告させていただきます。 

まずは事業計画でございます。レジュメ４ページ上段の１、理事会・評議員会についてでござ

います。本会定款に基づき、４月２１日の臨時理事会から３月１８日の第４回理事会、臨時評議

委員会までを計画しております。 

３は国民体育大会並びに九州ブロック大会について記載しております。なお第４３回九州ブロ

ック大会は大分県での地元開催、特別国民体育大会は鹿児島県での開催でございます。 

６は、本協会関係専門委員会等についてでございます。①競技力向上委員会関係、②スポーツ

医科学委員会関係、③スポーツ少年団関係、５ページ中段の④総合型地域スポーツクラブ連絡協

議会関係、７はその他、研修会等を計画しております。 

８の委託関係事業等は、日本スポーツ協会からの委託研修事業等でございます。 

９は表彰関係事業を記載しております。 

以上、記載の通り、年間を通じて各分野の諸事業を実施しております。その他、詳細について

は後刻ご覧ください。  

次に、６ページから１０ページが、令和５年度収支予算になります。６ページの概要版を用い

て、主な点を抜粋し御報告させていただきます。この概要版資料は公益３事業となります、スポ

ーツ振興事業、スポーツ少年団事業、スポーツ普及・表彰事業と、法人会計をまとめて示したも

のとなっております。なお資料左側には行数を記載しております。表の見方ですが、２行目から

の経常収益がいわゆる収入の部です。４６行目に経常収益計の記載がございます。４７行目、２．

経常費用からが支出の部、収支の差額が７６行目、当期経常増減額計となっています。また、一

番下の８３行目、ローマ数字Ⅲの正味財産期末残高は、本会の財産残高を示しています。 

４６行目の「経常収益計」が収入の合計金額であり、今年度が２億８千９３５万３千円で、前



年度比１千８０８万８千円の減となっております。これは主に２７行目の受取補助金等の減に伴

うものでございます。中でも、３０行目の国民体育大会参加費の減、これは昨年の栃木県開催か

ら今年の鹿児島県開催に伴う旅費の減、３１行目の国民体育大会ＰＣＲ検査費の減でございま

す。 

次に７０行目の「経常費用計」を御覧ください。こちらが支出の合計金額でございます。今年

度は２億９千４７万１千円で、前年度比１千８５８万３千円の減となります。その下の７１行目

「３．当期経常増減額」の欄が公益３事業となる（大分県スポーツ振興事業、大分県スポーツ少

年団事業、大分県スポーツ普及・表彰事業）と法人会計の収支となっており、７６行目の「当期

経常増減額計」が、全体の収支金額となり、１１１万８千円の赤字予算となっております。これ

は令和３年度まで５年間の余剰金、約１千万円について、公益法人が利益を内部に溜めずに収支

相償をおこなう必要があることから、昨年度に続き、今年度も、赤字を見込んだ予算となること

を御理解いただきたいと考えております。７ページから１０ページは公益３事業会計と法人会計

それぞれの予算書の詳細となっております。後刻ご覧ください。 

 

【（４）各種大会成績について（令和４年度第４回理事会以降）】 

続きまして、１１ページをお開きください。（４）の各種大会成績について説明いたします。

こちらは令和４年度第４回理事会以降に開催された、３月１１日から５月７日までの大会成績で

す。中学生・高校生・社会人の全国及び国際大会でベスト８以上を掲載しています。本日は、優

勝した選手について御紹介いたします。 

１１ページ上段、水泳の、第９９回日本選手権水泳競技大会で、ＴＯＹＯＴＡ所属の渡辺一平

選手が男子１００ｍと２００ｍ平泳ぎにおきまして、優勝いたしました。なお同大会で同２種目

優勝は渡辺選手にとっても初の快挙となります。 

下段記載のウエイトリフティング、第１９回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会におい

て、九州国際大学所属の麻生樹選手が男子１０９ｋｇ級で優勝、同じくウエイトリフティング競

技、第８３回全日本選手権大会で、株式会社ビックサン所属の野中雅浩選手が優勝。野中選手は

高校、大学でも日本一に輝いており、今回は社会人として初優勝でございました。これで高校、

大学、社会人と各世代の日本一を全て獲得する快挙でございました。 

１２ページ中段、柔道でございます。第３８回皇后盃全日本女子柔道選手権大会で、ＡＬＳＯ

Ｋ所属の梅木真美選手が、優勝しました。梅木選手はこれまで体重別選手権での優勝はございま

したが、今回は体重無差別で争う大会での初優勝となりました。 

その他の成績につきましては、後刻御覧ください。各種大会の成績につきましては以上でござ

います。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

〈質疑無し〉 

 

４ 議事 

  以下の議案について宮成事務局長より、説明がなされた。 

 

議案１ 令和５年・６年度会長・副会長・専務理事・常務理事の選定について 

 議案２ 令和５年・６年度代表理事・業務執行理事の選定について 

議案３ 各専門委員会役員について 

議案４ 評議員選定委員会委員について 

 議案５ 令和４年度事業報告について 

 議案６ 令和４年度収支決算について 

 

 



【議案１ 令和５年・６年度会長・副会長・専務理事・常務理事の選定について】 

レジュメ１３ページの議案１、令和５年・６年度公益財団法人大分県スポーツ協会 会長・副

会長・専務理事・常務理事の選定について御説明いたします。 

定款第２４条２項には、「理事のうち１名を会長とする。また、会長を除き４名以内を副会

長、１名を専務理事、１名を常務理事とすることができる。」とございます。また、第２５条の

２項には、「会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選

定する。」とございますことから、本日、選定していただきたいと思います。御審議よろしくお

願いいたします。 

 

 《麻生議長が、上記のことについて、事務局案を求めた》 

 

 《以下、宮成事務局長より、事務局案の提案がなされた》 

 

それでは、事務局案を御説明いたします。案の名簿の読み上げをもちまして、御提案とさせて

いただきます。 

 

会  長  麻生 益直（八鹿酒造株式会社代表取締役社長） 

副 会 長  岡本天津男（県教育長） 

副 会 長  栗田 泰司（日本製鉄株式会社九州製鉄所執行役員副所長（大分地区代表）） 

副 会 長  相馬 尊重（由布市長） 

専務理事  佐保 宏二（県教育庁体育保健課長） 

常務理事  宮成 康蔵（県スポーツ協会事務局長） 

 

会長の麻生益直理事、副会長の岡本天津男理事、相馬尊重理事、専務理事の佐保宏二理事につ

いては継続で御提案いたします。新たな副会長に栗田泰司理事を御提案いたします。常務理事に

つきましては、令和４年度第４回理事会において、これまでの１０名から１名に定款変更を行っ

た際に御説明いたしましたが、本会事務局内に常勤で業務執行する理事が不在という問題点の改

善を図るため、県スポーツ協会事務局長が常務理事を兼務する形で、公益法人としての体制を整

えたいことから、常務理事は宮成康蔵理事を御提案いたします。御審議の程、よろしくお願いし

ます。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

 《ここで、麻生益直会長が、あいさつを述べた。以下あいさつ文》 

 

 ただ今、皆様方に御承認をいただき、３期目の会長を努めさせていただきます麻生でございま 

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様方には、平素から、本会の諸事業の推進並びに本県のスポーツ振興に格別の御支援・御協 

力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、皆さん御存じのとおり、広瀬勝貞名誉会長が知事を退任され、佐藤新知事による県政が 

新たなスタートを切りました。先日、佐藤知事を訪問し、本県のスポーツ振興に向けた本会の活 

動に対する、引き続きの御理解をお願いしてきたところであります。 



 本会としましても、国民体育大会での目標達成に向けた競技力の向上をはじめ、学校部活動の 

地域移行等による地域スポーツのあり方が大きく変わろうとしている中、スポーツ少年団や総合 

型地域スポーツクラブとの関わり方など、取り組まなければならないことが多くあります。こう 

した諸課題に対し、皆様と知恵を絞りながらその解決を図り、スポーツの力で大分県を元気にし 

ていきたいと考えておりますので、皆様の一層の御支援・御協力をお願いいたします。 

 本日は、代表理事及び業務執行理事の選定や、各専門委員会の役員、また、令和４年度の事業 

報告や収支決算について御審議いただくことになっております。十分な御審議をお願い申し上げ、 

挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 《以下、進行より、議長及び議事録署名についての説明がなされた》 

 

 理事会規程第６条では、「理事会の議長は会長がこれに当たる。」となっておりますので、麻生 

会長に引き続き議長をお願いいたします。 

 また、議事録署名につきましては、定款第３７条に「出席した代表理事及び監事は議事録に記 

名押印する」となっておりますので、その旨よろしくお願いいたします。 

 

 《以下、議長による進行》 

 

【議案２ 令和５年・６年度代表理事・業務執行理事の選定について】 

レジュメ１３ページ下段の議案２、令和５年・６年度公益財団法人大分県スポーツ協会代表理

事、業務執行理事の選定について、御説明いたします。定款第２４条３項には、「前項の会長及

び副会長の内の１名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８

号）（以下「法人法」という。）上の代表理事とし専務理事及び常務理事を法人法上の業務執行理

事とする。」とあります。 

先程の議案１により、会長・副会長・専務理事・常務理事が決まりましたことから、表上段の

代表理事には麻生益直会長を、業務執行理事には、佐保宏二専務理事と宮成康蔵常務理事が選定

されました。次に、定款第２４条４項の「前項の副会長の内の１名以内の代表理事は、理事会の

決議によって選任する。」とございますことから、副会長３名の内の１名以内を代表理事に選定

していただきたいと思います。御審議よろしくお願いいたします。 

 

 《麻生議長が、上記のことについて、事務局案を求めた》 

 

 《以下、宮成事務局長より、事務局案の提案がなされた》 

 

それでは、事務局案を御説明いたします。案の名簿の読み上げをもちまして、提案とさせてい

ただきます。 

 

岡本天津男副会長を代表理事として御提案いたします。御審議の程、よろしくお願いします。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 



【議案３ 各専門委員会役員について】 

レジュメ１４ページを御覧ください。議案３の令和５年・６年度財務委員会委員長及び大分県

スポーツ少年団本部長・副本部長について、御提案いたします。 

本会専門委員会の財務委員会委員長と、大分県スポーツ少年団本部長及び副本部長につきまし

ては、理事会に諮り会長が委嘱するとなっていることから、本日御提案するものでございます。

 それぞれの任期が２年となっており、本年が改選期となっています。 

それではレジュメの１４ページに記載されています各専門委員会役員案を読み上げて御提案い

たします。 

 

財務委員会委員長 栗田泰司（日本製鉄株式会社九州製鉄所執行役員副所長 

（大分地区代表）） 

 

続きまして、スポーツ少年団委員総会で推挙されました、大分県スポーツ少年団本部長案と副

本部長（案）でございます。 

 

本 部 長  牧  和志（スポーツ少年団指導者） 

副本部長  久々宮克也（佐伯市教育委員会教育部長） 

      竹内  進（県スポーツ少年団指導者協議会会長） 

      村田  潤（大分市企画部次長兼スポーツ振興課課長） 

      吉野賢一郎（県教育庁体育保健課体育・スポーツ振興監） 

      和田 秀幸（県小学校体育研究会会長大分市立桃園小学校校長） 

 

以上を御提案いたします。御審議の程、よろしくお願いします。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

【議案４ 評議員選定委員会委員について】 

レジュメ１５ページをお開きください。議案４、評議員選定委員会委員について御説明いたし

ます。評議員選定委員会委員につきましては、選定委員会設置・運営規則第３条に、選定委員会

は、評議員２名、事務局員１名、次項の定めに基づいて選任された外部委員２名の合計５名で構

成するとなっております。また理事会の承認を得て委嘱するとなっていることから、御提案する

ものでございます。 

それではレジュメの１５ページに記載されています委員案を読み上げて御提案いたします。 

 

まず評議員区分から 

 安藤 和宏 （県ラグビーフットボール協会理事長） 

 北﨑  匡 （県高等学校体育連盟理事長） 

 

次に外部委員区分です。 

 谷口 勇一 （大分大学教育学部教授） 

 銅城 順子 （大分県栄養士会） 

 



最後に事務局員区分です。 

宮成 康蔵（県スポーツ協会事務局長） 

 

以上５名を御提案いたします。御審議の程、よろしくお願いします。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

【議案５ 令和４年度事業報告について】 

それでは、議案５の令和４年度事業報告について御説明いたします。レジュメ１６ページを御

覧ください。内容が多いため抜粋して説明させていだきます。 

まず、１６ページの上段、理事会・評議員会でございます。令和４年度は定款に定められてい

ます評議員選定委員会、役員等推薦委員会、臨時評議員会、定例の理事会、定時評議員会等を資

料記載の日程により開催し、本会の役員の変更や運営に関わる事項を御審議いただきました。ま

た表彰制度の見直しに関する検討委員会も実施いたしました。 

次に１７ページ上段から１８ページにかけましては、３の国民体育大会及び九州ブロック大会

関係でございます。まず①の九州ブロック大会は熊本県を主会場に開催されました。本県選手団

は３２競技に７２３名の選手監督が出場し、５１の代表権を獲得いたしました。 

次に②国民体育大会です。番号２６、第７７回国民体育大会は栃木県で開催され、本部役員２

０名、監督選手４３９名が出場いたしました。結果は目標であった天皇杯得点１０００点にあと

１１点及ばず９８９点でございましたが、過去１０大会では最高得点を獲得することができまし

た。本当にありがとうございました。 

 １８ページ番号３５、第７７回国民体育大会代表団反省会兼チーム大分国体監督研修会を実施

いたしました。反省会では国体結果の分析を各強化責任者と情報共有いたしました。研修会では

著名なメンタルコーチである株式会社ＣＯＲＡＺＯＮの荒木香織氏にご講演いただき指導者の資

質向上を図りました。 

１８ページ下段には、本会関係専門委員会であります競技向上関係を記載しております。番号

４１、令和４年度競技力向上委員会を開催し令和５年度基本方針等を協議しました。 

１９ページをお開きください。スポーツ医科学関係でございます。番号４２から２０ページの

番号６１に記載の通り、医科学を活用した競技力の向上に向けて、各種事業に取り組みました。

併せて２０ページの番号６２から２１ページ番号７３まで、スポーツ医科学研修講座を年間１２

回開催いたしました。 

２１ページ番号７４から２３ページ番号１０６までは、スポーツ少年団関係でございます。資

料記載のとおり大変多くの諸会議、研修会、大会等を実施いたしました。中でも、２３ページ番

号１０４、第５４回スポーツ少年団九州ブロックスポーツ少年大会を本県で開催いたしました。

３年ぶりの開催となり、九州各県スポーツ少年団員４４名が参加し、スポーツ体験を通して交流

を図りました。引き続き、スポ－ツ少年団関係事業は、関係機関と連携して活性化に繋がる取組

を続けたいと考えております。 

２３ページ番号１０７から２４ページ番号１２０までは、総合型地域スポーツクラブ連絡協議

会関係でございます。２４ページ番号１１６、１２月に大分県総合型地域スポーツクラブ連絡協

議会を設立し総会を開催いたしました。この協議会は、第２期スポーツ基本計画に基づき、総合

型地域スポーツクラブの登録認証制度を扱い、活動・運営実態・ガバナンス等についての在り方

を示していく協議会でございます。 



２５ページをお開きください。番号１２２、令和４年度ガバナンス研修会を開催し、加盟団体

関係者７０名出席のもと、追手門学院大学の上田滋夢教授にスポーツにおけるガバナンスについ

て御講演いただきました。 

番号１２４、１２５は、日本スポーツ協会委託事業の公認スポーツ指導者資格更新研修となる

大分県スポーツ指導者研修会を開催しました。 

その他、表彰関係、広報事業等、以下、後刻御覧ください。事業報告は以上でございます。御

審議の程よろしくお願いいたします。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

【議案６ 令和４年度収支決算について】 

それでは、議案６の令和４年度収支決算につきまして、御説明いたします。２７ページから４

２ページが決算資料でございますが、かなりの量になりますので、２８ページに挟んでおります

Ａ３縦の資料により御説明させていただきます。 

表の左側に行数を記しております。表の見方は先程御説明した通りで、２行目、経常収益から

がいわゆる収入の部です。４３行目、経常費用からが支出の部、収支の差額が７１行目、当期経

常増減額計となっています。また、一番下の７６行目、ローマ数字Ⅲの正味財産期末残高は、本

会の財産残高を示しています。 

それでは、前年度の決算額に対して増減が大きいものなど主な項目について説明いたします。 

まず、経常収益です。１２行目、総合型地域スポーツクラブ登録料ですが、決算額は１２万円

でございます。これは昨年度スタートした登録制度に伴う増でございます。 

１５行目、受取負担金でございますが、決算額は１７３万４９００円で前年度比１０５万２千

３００円の増でございます。前年度はコロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止等がございまし

たが、令和４年度は計画した収益事業が実施できたことによる増額でございます。 

２４行目、受取補助金等でございますが、決算額は２億６千６１２万６９３２円で、前年度比

１億４千６０７万８千８７８円の増でございます。これは国民体育大会が３年ぶりに開催された

ことによる受取補助金の増額によるものです。特に２７行目の国民体育大会参加費、２８行目の

国民体育大会ＰＣＲ検査費の増額によるものでございます。 

３５行目、受取寄付金の指定正味財産からの振替額ですが、決算額は９７万８千３８３円でご

ざいました。これは国民体育大会優勝者を対象とした工藤秀明奨励賞の開催に伴うものでござい

ます。 

４２行目、経常収益計は２億９千９５４万５千５７２円となり、前年度比１億４千８２７万５

１１円の増でございました。 

次に、経常費用でございます。まず、４４行目の大分県スポーツ振興事業です。決算額２億５

千２１５万９千１０３円で、前年度比１億４千２８７万１千７９１円の増でございます。これは

先ほど説明した国民体育大会開催に伴う費用増額よるものでございます。 

４９行目、大分県スポーツ少年団事業の決算額は６５４万４千１９２円で、前年度比３９７万

２千５９９万円の増でございます。令和４年度はコロナウイルス感染症による事業中止や縮小が

なく、事業実施に伴う増でございます。 

５５行目、大分県スポーツ普及・表彰事業の決算額は４９０万８千４７６円で、前年度比３１

８万３千５３７円の増でございます。これは５６行目の日本スポーツ協会委託事業費、６０行目

の表彰費の増によるものでございます。 



６３行目、法人会計管理費の決算額は６８６万５８９円で、前年度比２１万１千３０２円の増

でございます。 

６４行目、経常費用計の決算額は２億９千９９１万３千３６２円となり、前年度比１億５千２

１７万５千１９０円の増となりました。 

次に、７０行目、当期経常増減額計でございますが、３６万７千７９０円の赤字でございま

す。これは、令和５年度収支予算の際に御説明しましたが、令和３年度までの５年間の余剰金に

ついて、公益法人は収支相償をおこなう必要があることから、赤字での決算となったことによる

ものでございます。最後に７６行目、ローマ数字Ⅲの正味財産期末残高は４千３３４万２千４３

３円でございます。 

以上が、令和４年度収支決算（案）でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

 

《麻生議長が、監査報告を求めた》 

 

《香下前監事が、監査報告を行った。以下、報告内容》 

 

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの事業年度の理事の職務の執行

を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。 

各監事は、理事及び事務局長他担当職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備

に努めるととともに、理事会に出席し、理事及び事務局長他担当職員からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況

を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしま

した。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対

照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。 

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。 

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認めます。 

監事村上幸生、香下秀美。 

 

《麻生議長が、議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

５ その他 

以下の内容について宮成事務局長より、説明がなされた。 

 

（１）第４３回九州ブロック大会及び特別国民体育大会について 

（２）第７６回大分県民スポーツ大会日程・会場地について 

（３）第７１回大分県高等学校体育大会日程・会場地について 

（４）第６１回大分県中学校総合体育大会日程・会場地について 

（５）令和５年度賛助会員の募集について 

 



それでは、その他（１）～（５）について一括して説明いたします。 

まず、レジュメ４４ページ～４６ページは、今年度、本県で開催されます第４３回九州ブロッ

ク大会の日程・会場一覧でございます。４４ページは、５月２８日から８月１３日までの間に予

定されています夏季大会の一覧でございます。４５ページから４６ページは、８月１７日から８

月２７日までの間に予定されています秋季大会の一覧でございます。４６ページ下段は、１２月

２日から３日に予定されています冬季大会の一覧でございます。なお、冬季大会のアイスホッケ

ー競技はアイスホッケーリンクが本県にはございませんので、福岡県での開催、戻りまして４４

ページ中段のローイング競技、これはボート競技が名称変更したものでございますが、こちらも

レース会場が本県にないことから、熊本県での開催予定でございます。 

４７ページから４９ページは、特別回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」の大会日程と

会場一覧です。１０月７日の総合開会式からスタートして、１１日間の日程で開催されます。詳

細については後刻御覧ください。 

５０ページには（２）第７６回大分県民スポーツ大会の日程・会場地について、５１ページに

は、（３）第７１回大分県高等学校総合体育大会日程・会場地について、５２ページには（４）

第６１回大分県中学校総合体育大会の日程・会場地について掲載しています。後刻御覧くださ

い。 

最後に賛助会員についてのお願いでございます。賛助会員制度につきましては、平成２２年度

から取り組みをはじめ、これまで本会の運営に有効に活用させいただいているところです。これ

までの御協力にこの場を借りまして、厚くお礼申し上げます。５３ページ下段に記載されていま

す、法人・個人の合計でございますが、昨年度、令和４年度は６３９万５千円に対しまして、今

年度の５月７日現在は、４４９万円となっております。なお、最終ページには賛助会会員一覧を

掲載してります。引き続き、昨年度並の賛助会員の募集に努めてまいりたいと思いますので後刻

御覧ください。 

本会にとりましては、唯一の自主財源がこの賛助会員制度になりますことから、引き続き、自

主財源の確保に向けて、昨年度並の賛助会員の募集に努めてまいりたいと思います。理事の皆様

方におかれましても、本年度も御協力くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、賛助会申込書を受付に御準備しておりますので、お帰りの際に、御協力いただける方は

お受け取り下さいますようお願い申し上げます。以上でございます。 

 

《麻生議長が、上記のことについて議場に質疑を求めた》 

 

《質疑無し》 

 

《麻生議長が、上記のことについて承認を議場に諮った》 

 

《全会一致で承認された》 

 

６ 閉会のことば 

押田総務部長が閉会のことばを述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年５月１７日 

 

  会 長  麻 生 益 直 

 

  副会長  岡 本 天 津 男 

 

  監 事  羽 田 野 昭 人 

 

  監 事  古 庄 健 一 

 

監 事  穴 井 哲 也 

 

 

 


